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仙台市への要望（補足説明資料・主要な意見） 

 

～ 感染拡大の阻止 ～ 

 

【 市長への期待・情報発信 】 

 

〇 市長よる市民への強力な発信と感染情報の開示 

➢ 国家的危機についての真剣な発信により市民の対策意識と結束力を向上 

➢ 対策強化に資する感染者及び濃厚接触者（個人名等は非公開）の行動履歴の開示 

➢ メッセージ動画を仙台駅前などの「巨大スクリーン」で流し続ける等のインパク 

トある様々な媒体での継続的な啓発 

〇 行政と市民の力を結集するための果断なリーダーシップの発揮 

➢ 人命を最優先としたスピード感ある先行性的なトップによる取り組みの促進 

➢ 努めて短期に収束させるための帰省自粛とゴールデンウイーク間の強い自粛の 

要請（短期収束が出来なかった場合の中長期にわたる人的被害・物的損失の拡大 

など） 

➢ 在仙企業への自宅勤務・フレックス出勤などの要請 

➢ パチンコ店、学習塾、カラオケ店への自粛要請 

➢ 国分町への東京からのキャッチ流入対策（強力な自粛要請、客引き防止の強化） 

〇 １０９万市民の命を預かる政令指定都市としての国・県等への積極的な働きかけ 

 ➢ 状況の推移を想定した先行的な国・県等への制度構築、予算獲得のための調整・ 

要望 

➢ 国の臨時交付金の積極的な要求と獲得（地方創生関係交付金など） 

〇 市独自の休業協力金の創設など大胆かつ迅速な具体的支援の策定 

 ➢ 感染拡大阻止のための事業者による休業への徹底協力を獲得するための市独自 

の制度構築と予算の緊急編成 

 

【 市の体制・態勢 】 

 

〇 市役所・区役所等の業務継続と市民対応窓口の強化並びに感染予防対策の徹底 

 ➢ 業務継続のためのシフト制の徹底 

➢ 優先業務の明確化及び対外的な明示 

 ➢ 市役所・区役所等の円滑な窓口業務のための体制強化 

➢ 職員のマスク着用や市民対応窓口等へのアクリル遮蔽板等の設置 
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【 医療・福祉 】 

 

〇 PCR検査（ドライブスルー方式を含む。）の拡大 

➢ PCR検査の民間活用などによる取り組みの拡充と加速化 

➢ ドライブスルー方式による検査体制及び検査対象の充実・拡大 

〇 発熱外来等の増設と中等症患者の受入れ施設の設置 

 ➢ コールセンターの増設 

➢ 電話相談窓口の増員 

➢ 感染患者疑いの増加に備えた発熱外来の増設と機能の担保 

 ➢ 民間宿泊施設の協力等による中等症患者を受け入れ施設の先行的調整と確保 

〇 感染者及び濃厚接触者等の追跡調査の充実・徹底 

➢ 携帯電話アプリによる迅速な濃厚接触者割り出しシステムの開発 

➢ 感染患者の退院後及び陰性の濃厚接触者の丁寧な経過観察 

➢ 抗体検査の導入 

〇 医療・介護及び保育等従事者及び関連業種の感染リスク排除の取り組み支援 

➢ 防護・消毒資材の優先配布 

➢ 関連業種（給食、納品事業者など）への医療等従事者に準じた支援 

〇 ＩＣＴ診療の普及支援など医療関係者への協力 

〇 医療品不足に対する市独自の取り組み着手 

➢ 人員の増員（退官している内科系教授、医療従事 OBの採用など） 

➢ 医療給付金等支援 

〇 医療品不足に対する本市独自の支援 

➢ 防護服（雨合羽）、マスク等の独自ルートによる入手 

➢ 転売禁止の強化（マスク、体温計の電池、眼鏡の曇り止め等） 

〇 軽症者の自宅待機患者のマニュアルの作成と周知徹底 
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～ 市民生活・経済の維持 ～ 

 

【 経済・雇用 】 

 

〇 収入減の児童扶養手当受給世帯等への迅速な支援 

➢ 休業、雇い止め、収入減少、外出自粛に伴うサポート 

➢ 日雇い労働者への支援強化、条件の緩和 

〇 中小企業への市独自の支援制度の創設並びに現制度の充実強化 

➢ 経営困難な中小企業への市独自の融資制度（名古屋市で開始） 

➢ 本市独自の緊急経済支援及び各種補償の実施 

➢ 補正予算成立後の迅速な支援の開始 

➢ 緊急雇用創出事業の創設 

➢ 持続化給付金・中小企業生産性革命推進事業（持続化補助金）の増額・拡充 

（中小企業や個人事業主が売り上げの減少と固定費（家賃、テナント料等）の負 

担に直面しているため、持続化給付金（法人 200万円、個人事業 100万円以内） 

の要件緩和と給付額を拡充。また、中小企業や個人事業主への給付金及び持続化 

補助金の特別枠について、自治体に限定することなく、経営革新等支援機関や民 

間金融機関等も認定） 

➢ 無利子無担保融資の対象拡大と遡及 

（民間金融機関に拡大を検討している無利子・無担保融資の対象を、政令指定都 

市等が実施する制度融資にも適用するとともに、自治体が独自に開始している 

保証料補給については、遡って財源措置） 

➢ 金融機関や国民金融公庫への丁寧で親身なセーフティーネット対応の要請 

➢ 県と連携した休業補償の実施（大阪府で開始） 

➢ 休業の概念の明確な定義（テイクアウトは休業に入るのかなど） 

➢ 雇用調整助成金の増額 

➢ 雇用調整助成金の対象外労働者の救済 

➢ IT導入補助金、テレワーク導入のための助成制度の実施（東京都で開始） 

➢ 企業合併へのマッチング支援（グループ補助金のような制度の構築） 

➢ 中小企業における感染者発生時の消毒作業費用への助成 

➢ 社会保険料の猶予制度の従業員への適用 

（国民健康保険料は減免制度があるが、社会保険料は会社負担分しか適用されず、 

従業員負担分の猶予・免除などがない※） 

➢ 行政補助の即日審査、特に優良企業への優遇措置及び遡及適用 

➢ 自治体の窓口体制整備に必要な経費への財源確保（窓口拡充、速度処理のアッ 
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プ、自治体窓口負担の軽減等） 

➢ 自治体窓口のみならず売上高減少の認定に関する経営革新等支援機関（産業振 

興事業団、商工会議所、税理士法人等）や民間金融機関等の活用 

➢ 自治体等が国等の支援措置を行うための人材雇用（銀行員、税理士、退職公務員 

等の高度人材）への補助費の獲得 

〇 サービス業・飲食業等への家賃等支援 

➢ 国による支援策、市独自の支援策の早期の実行 

➢ 自営業の経営の持続可能性を維持するため必要な政策集中 

➢ 飲食店における家賃などの固定費負担軽減・解消のための助成等の拡大 

➢ コロナ被害が顕著であるサービス業への休業支援としての賃料補助対策 

➢ テイクアウトなど企業努力への更なる協力 

〇 観光、インバウンド、イベント業種などの救済措置 

〇 自治体・企業等の人材確保と学生の就職活動支援 

➢ 感染症による内定取り消し者の自治体等における一時雇用と国補助の獲得 

➢ 学生と企業とのマッチング促進のための Web面接システム導入企業への支援 

 

 

【 市民生活 】 

 

〇 市税等の納税期限延長の前倒し実施 

〇 公共料金、ローンなどの支払い期限の延長要請 

➢ ガス及び水道料金をはじめ電気料等の公共料金の延長 

➢ 住宅ローン等の返済猶予や利息免除などの支援 

〇 各種行政手続きの簡素化及び延期措置 

〇 外出自粛などによる様々な課題への対応 

➢ 屋内における市民の健康維持・増進に関する工夫の紹介 

➢ 高齢者等への「運動」「栄養」「人のつながり」に関するサポート 

 ➢ ストレスによる家庭内暴力、児童虐待、DVなどへの対策 

〇 ＰＣＲ受検者、医療関係者等へのハラスメント防止 

 ➢ ＰＣＲ受検者、感染者、医療従事者及び家族に対する誹謗中傷の抑制 

 ➢ 子どもへのいじめ等の防止の徹底 
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【 教育・保育等 】 

 

〇 長期休校を想定したオンライン教育の推進 

➢ 各家庭へのインターネット環境・端末の有無の現況調査 

➢ 本市の一部の学校で実施している AI型教材の導入推進 

〇 休校に伴う在宅児童生徒の防犯及び児童虐待防止策 

➢ 県警等による見回りの強化  

➢ ストレスによる家庭内暴力、児童虐待のため相談窓口の拡充 

➢ 教員による感染防止策に留意した適時適切な家庭訪問の実施 

〇 児童クラブでのマンパワー不足等の解消支援 

➢ 児童クラブ人材の確保と安全に子どもを受け入れる環境の整備支援 

➢ マスクや消毒液の早急な現物支給 

〇 幼稚園・保育所・認定こども園の感染対策支援 

➢ 行政からの適切な指導と情報提供 

➢ マスク、消毒剤の現物支給 

 

 

【 市の体制・態勢 】 

 

〇 事態対処のための行政組織・態勢の充実・強化 

➢ 条例に基づく民間専門家の顧問・参与への採用 

➢ 危機管理室、健康福祉局、経済局等、緊急業務集中部署への他局等からの職員増 

  員 

➢ 市役所 OB(保健所等専門部署)の活用 

〇 複合災害の発生を想定した強靭かつ柔軟な対応準備 

 ➢ 新型コロナウイルス感染症と同時に各種災害（自然災害、人工災害、武力攻撃事 

態）が発生した場合の行政・市民の行動準則の予期及び準備 

〇 ３ヵ月先、半年先を見据えた当面及び中長期の市政運営の考察と構想策定 

 

 

 

 

 

 

 

 


